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資料№２ 

令和８年度中学校統合に係る通学手段確保について 

 

１ 令和８年度中学校統合について 

 （統合概要） 

学校統合時期：令和８年度 

統合対象校：南伊豆中学校、南伊豆東中学校 

統 合 場 所：南伊豆東中学校 

 

（経緯） 

年月日 内  容 

令和２年２月 25日 〇町議会３月定例会 町長施政方針 

 令和２年度中に学校統合に向けた委員会を設置する方針を表

明。中学校再編の目標時期を生徒数が 150 人を割る「令和８年度

から令和 10年度がその時期と考えられる」と述べた。 

令和２年 12月 16日 

※令和３年５月 18 日まで

全３回実施 

〇第１回学校教育環境整備委員会 

 生徒数、学級数の推移などの資料をもとに現状について説明し

意見交換 

令和３年６月 29日 〇答申書の提出（学校教育環境整備委員会 発出） 

南伊豆町立中学校を１校に統合することが望ましい旨の答申書

を提出 

令和３年７月 16日 〇令和３年度第１回総合教育会議 

  答申書に沿う形で中学校統合を進めることを決定。 

令和４年８月 26日 〇第１回南伊豆町立学校統合準備委員会 

 生徒数、学級数の推移などの資料をもとに現状について説明し

意見交換 

令和５年 10月 12日 〇第一次答申書の提出（南伊豆町学校統合準備委員会 発出） 

 通学手段確保及び校舎耐震性を考慮した結果、新中学校場所を

現南伊豆東中学校とし、統合年度を令和８年度とする答申書を提

出した。以後、通学等の具体的な検討を開始した。 

 

  

 

 



  

２ 距離別の通学方法基準について 

文部科学省が作成した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」 

によれば、中学校の徒歩及び自転車での通学基準は６㎞とされており、それ以上の距離に 

ついては路線バス及びスクールバス等による通学が適正とされている。一方で、地域の実 

情を踏まえた柔軟な通学条件の設定についても重要視されている。 

南伊豆町内の通学路については、統合による通学路の変更により、これまで通学路とし 

て整備されていない箇所も新たな通学路として設定される。 

国が定める６㎞以内の生徒を自転車通学とする場合、町内通学路の大幅な見直しが必 

要になることから、生徒の安全及び町内通学路の地理的な要因を考慮し、中学生の通学方 

法は以下のとおり設定する。 

 

項目 現行基準 統合後基準（調整中） 

通学距離

別の手段 

概ね２㎞未満     ：徒歩 

概ね２㎞以上６㎞未満 ：自転車 

概ね６㎞以上     ：路線バス 

概ね２㎞未満     ：徒歩 

概ね２㎞以上４㎞未満 ：自転車 

概ね４㎞以上     ：路線バス 

バス定期

補助対象 

・通学距離が６㎞以上の生徒 

・通学路が地理的または社会的特殊

事情の地区の生徒（現状は４㎞以上６

㎞未満に居住する生徒が対象） 

通学距離が４㎞以上の生徒 

 

３ 通学路変更に伴う移動手段の調整事項について 

                         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

【路線バス等の特徴】 

・ 町内バス路線は下賀茂バス停を結節点とし、伊浜方面、入間・中木方面、天神原方面へ 

接続し、石廊崎方面は新中学校の最寄りの日野バス停へ接続する。 

・ 石廊崎方面を除く３路線については、各路線から下賀茂バス停を経由し、新中学校の 

 最寄りバス停「日野」へ接続する。 

・ 全ての路線について、これまで通学路線として利用されているため往路及び復路の時 

 刻に必要な便数が整備されている。 

・ 一條地区は、路線バスが運行していない交通空白地域のため、新たな交通手段が必要と 

なる。 

 

【登校時検討事項】 

  令和８年度に路線バスの利用が想定される生徒 77人中、68人が下賀茂バス停を利用す

る。下賀茂バス停の乗り換え時の安全管理及び下賀茂バス停から日野バス停間の路線バ

ス車両の定員人数(50～60人)を考慮した登校手段の検討を実施した。 

 

〇 検討事項 

・ 下賀茂バス停（バス結節点）における乗継時の安全管理方法の検討 

・ 日野-下賀茂バス停間における路線バスに定員超過が発生しない登校手段の検討 

・ 交通空白地域（一條地区）解消の検討 

 

  下賀茂バス停では十分な安全対策が出来ないこと及び路線バスで安定した乗車定員の

確保が難しいことを考慮し、登校区間の一部に無償のスクールバスを導入する。 

  

〇 方面別移動手段 

バス路線別生徒 移動手段 

伊浜方面生徒※１ 路線バス 

入間・仲木方面生徒 路線バス 

天神原方面生徒（天神原～論田バス停間） 路線バス、スクールバス（無償） 

一條地区方面生徒※２ スクールバス（無償） 

※１ 入間方面と伊浜方面の路線バス停が重複する地区（泉バス停～下賀茂バス停）に自宅がある生徒は、 

伊浜方面生徒とする。 

※２ 一條地区方面生徒…一條及び下賀茂バス停～上賀茂バス停間の地域に自宅がある生徒 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一條地区乗降場所 

 上賀茂バス停～一条竹の子村間について、スクールバス停留所設置を検討したが、交通事業者 

よりスイッチバックでの方向転換は安全管理上困難である旨の回答があった。一條地区内に 

おいて民地以外での方向転換が困難であること、他地区（別当等）においても自宅からバス停 

までの距離が２㎞以上になる場合があることから、一條地区生徒の乗降場所を上賀茂バス停 

に設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

おか田 日

野

バ

ス

停

下賀茂発ー日野着

石廊崎発ー日野着

日野バス停

日野発ー下賀茂着
日

野

バ

ス

停

日野発ー石廊崎

【下校時検討事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下校時について、生徒は石廊崎方面及び下賀茂方面の２箇所の停留所から路線バスを利

用する。令和８年度に路線バスを利用する生徒 77人中、下賀茂方面のバス停を利用する生

徒は 68人となるため、バス停付近の安全管理に留意し、併せて路線バスの生徒輸送定員数

を確保する手段を検討した。 

 

〇 検討事項 

・ 日野バス停に生徒 68人が待機する場合の安全対策の検討 

・ 日野-下賀茂バス停間での路線バスに定員超過が発生しない下校手段の検討 

・ 交通空白地域（一條地区）解消の検討 

 

 路線バスのみで移動手段を確保する場合、安全対策及び定員確保について解決すること 

が困難であるため、下校区間の一部に無償のスクールバスを導入する。 

 

〇 方面別移動手段 

バス路線別生徒 移動手段 

伊浜方面生徒※１ 路線バス 

入間・仲木方面生徒 路線バス 

天神原方面生徒１（天神原～論田バス停間） 路線バス、スクールバス（無償） 

一條地区方面生徒※２ スクールバス（無償） 

※１ 入間方面と伊浜方面の路線バス停が重複する地区（泉バス停～下賀茂バス停）に自宅がある生徒は、 

伊浜方面生徒とする。 

※２ 一條地区方面生徒…一條及び下賀茂バス停～上賀茂バス停間の地域に自宅がある生徒 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

通学時に混雑が想定されるバス停 

 

〇下賀茂バス停周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇日野バス停周辺 

至 天神原 

至 下田 

至 下田 

至 下賀茂 

至 石廊崎 










